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　また、厚生労働省ホームページには申告書の計算を行う際の参考となるよう、「年度更新申告書計算
支援ツール（継続事業用）」を用意しています。是非ご利用ください。
（下記URLもしくは右のQRコード、または「労働保険関係各種様式」で検索してください。）
＜URL＞https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
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保険料率等によっては、余りが生じる場合が
ありますので、その場合は、余りを必ず第１期
分へ加算してください。
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3令和
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＜URL＞https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/
roudouhoken21/index.html

（3）労働保険料等の納付が猶予されている場合の申告書の記載例を、厚生労働省ホームページに
　掲載しています。ご確認ください。

ご不明な点があれば、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。
　　（下記のURLもしくは「年度更新に係るお知らせ」で検索してください。）
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657,654

301,422300,287219,218 81,069

81,069

219,218

219,218

219,218

219,218

12.00

576,585

労災保険又は雇用保険のどちらか一方のみ成立して
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保険料率等によっては、余りが生じる場合が
ありますので、その場合は、余りを必ず第１期
分へ加算してください。
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3令和

（3）労働保険料等の納付が猶予されている場合の申告書の記載例を、厚生労働省ホームページに
　掲載しています。ご確認ください。

ご不明な点があれば、管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。
　　（下記のURLもしくは「年度更新に係るお知らせ」で検索してください。）
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　充当とは、確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合に、今年度の概算保険料や一般拠
出金の納付額にこの差引額を充てることをいい、充当意思とは、その意思を確認するものです。
　充当には以下の３パターンがあります。
充当意思「１」「労働保険料のみ充当」　　　　　　　→　記入例２①へ（P.23）
充当意思「２」「一般拠出金のみ充当」　　　　　　　→　記入例２②へ（P.24）
充当意思「３」「労働保険料及び一般拠出金に充当」　→　記入例２③へ（P.25）

　「　充当意思」欄には「３」を記入していただくと労働保険料と一般拠出金の両方に充当で
きますので、事務手続が簡便になる場合があります。

⑴　充当額については
　①　「　充当意思」欄が「１」の場合は、労働保険料のみに充当します。
　　労働保険料に充当後、なお余りがある場合でも、7月12日までに一般拠出金分を納付する
必要があります。

　② 「　充当意思」欄が「２」の場合は、一般拠出金のみに充当します。
　一般拠出金に充当後、なお余りがある場合でも、7月12日までに労働保険料分を納付する
必要があります。

　③　「　充当意思」欄が「３」の場合は、労働保険料及び一般拠出金に充当します。
　充当後、なお余りがある場合は、今期の納付は必要ありません（申告書の提出は必要で
す）。

⑵　一般拠出金に充当する場合は、「　充当意思」欄に「２」又は「３」を必ず記入してくだ
さい。
⑶　「⑰延納の申請」の納付回数が「３」で、「　充当意思」欄が「１」又は「３」の場合、
第１期に充当後、なお余りがある場合には、第２期、第３期の順で充当となります。
⑷　第１期から第３期の順に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険
料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
　　なお、還付の請求手続については、P.26の「記入例３　充当後還付額が出る場合」を参照
ください。

充当額の記入方法

充当意思とは

30

30

30

30

30

30
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令和 3

9801

3.00

9.00

9.00

0.02

50

〔計算方法〕 
　⑭（イ）657,654÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

第１期分㉒（イ）219,218円　　
第２期分㉒（チ）219,218円　　　
第３期分㉒（ル）219,218円　　　

6　 　14

労働保険料のみ充当した場合の例①

23

900,000 657,654 242,346

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

＋ ＝

＝

充当意思「1」を記入

保険料率等によっては、余りが生じる場合が
ありますので、その場合は、余りを必ず第１期
分へ加算してください。

となります）

242,346

219,218 219,218

23,128 196,090219,218

219,218 219,218

900,000

㉒（イ）
219,218円

㉒（チ）
219,218円

㉒（ロ）
219,218円

㉒（リ）
23,128円

㉒（ヘ）
1,135円

今期納付額
㉒（ト）
1,135円
第2期納付額
㉒（ヌ）
196,090円

12.00

12.00

3.00

株式会社 ○○
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6　 　14令和 3

9801

3.00

1,040,255

9.00

9.00

0.02

12.00

50

還付額が出た場合、管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。

一般拠出金のみ充当した場合の例②

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
0円

㉒（リ）
0円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

充当意思「2」を記入

ロ

還付額

219,218

219,218

219,218

219,218 219,218

219,218

219,218

第１期分㉒（イ）219,218円　　
第２期分㉒（チ）219,218円　　　
第３期分㉒（ル）219,218円　　　

〔計算方法〕 
　⑭（イ）657,654÷3＝

㉒（イ）
219,218円

㉒（チ）
219,218円

今期納付額
㉒（ト）
219,218円
第2期納付額
㉒（ヌ）
219,218円

保険料率等によっては、余りが生じる場合が
ありますので、その場合は、余りを必ず第１期
分へ加算してください。

となります）

1,040,255 657,654 1,135

381,466

12.00

3.00

株式会社 ○○

6　 　14令和 3
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900,000

9.00
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12.00

〔計算方法〕 
　⑭（イ）657,654÷3＝

第１期分労働保険料の充当を行い、その後一般拠出金を充当します。
なお余りがある場合、第２期分以降の労働保険料に残額を充当します。（計算が他の場合と異なりますのでご注意ください。）

第１期分㉒（イ）219,218円　　
第２期分㉒（チ）219,218円　　　
第３期分㉒（ル）219,218円　　　

労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例③

900,000

充当意思「3」を記入

657,654

㉒（イ）
219,218円

㉒（チ）
219,218円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
219,218円

㉒（リ）
21,993円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

第2期納付額
㉒（ヌ）
197,225円

242,346

申
告
書
を

242,346

保険料率等によっては、余りが生じる場合がありますので、
その場合は、余りを必ず第１期分へ加算してください。

となります）

25

き
ま
す

9801 50

219,218

21,993

219,218

197,225

219,218

219,218

219,218

株式会社 ○○
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株式会社 ○○
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〔計算方法〕 
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労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例③

900,000

充当意思「3」を記入

657,654

㉒（イ）
219,218円

㉒（チ）
219,218円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
219,218円

㉒（リ）
21,993円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

第2期納付額
㉒（ヌ）
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219,218

197,225
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219,218

株式会社 ○○



令和 3

記入例3　充当後還付額が出る場合

6　 　10

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

9801

12.00

3.00

3.00

2,385,774

9.00

9.00

0.02

12.00

50

2,385,774 657,654

1,069,331

ロ

還付額

還付額が出た場合、管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、
還付の請求を行ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局・労働基準監督署へご提出いただきますようお願いします。

657,654 657,654

658,789

26

658,789

株式会社 ○○



令和 3

記入例3　充当後還付額が出る場合

6　 　10
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9801

12.00

3.00

3.00

2,385,774

9.00

9.00

0.02

12.00

50

2,385,774 657,654

1,069,331

ロ

還付額
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657,654 657,654

658,789

26

658,789

株式会社 ○○

令和 3

3.00

確定保険料は⑧
欄（イ）×⑨欄（イ）で、概算保険料は⑫欄（イ）×⑬欄（イ）の

されて

労災･雇用保険料算定基礎額が同額の場合
（労働者が全員雇用保険被保険者である場合）

記入例4

9801

12.00

12.00

9.00

9.00

3.00

2

50

27

936,996円

936,996円

12.00  1,000

12.00  1,000

6　 　14



令和 3

記入例 5 　現在、労働者を雇っていないが、今後労働者を雇用する見込があり引き続き労働保
　　　　　険を継続する場合

12.00

12.00

3.00

9.00

9.00

0.02

3.00

9801 50

6 14

24,000

24,000

24,000 0 0 0

24,000

※労働保険を継続する場合、概算保険料0円での継続はできませんので、労働者を雇用する際の見込
の賃金総額から概算保険料を算定してください。

28

株式会社 ○○

令和 3

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足
額を納付してください。

※還付額が生じた場合は、「記入例３　充当後還付額
が出る場合」を参照してください。

記入例 6

令和 2

申
告
書
を

1,135

 1,135

労働局

6　 　14

㉔
欄
の

差 額

〔計算方法〕
差 額

き
ま
す

されて

12.00

3.00

9.00

0.02
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